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Ａ．研究目的 

 へき地で働く看護師は研鑽の機会が少ないこと

や看護活動に関する相談・サポート体制が十分で

はないことが課題として明らかにされており 1)、

へき地で働く看護師の研修・研鑽の機会を確保・

拡充していくことは喫緊の課題である。本研究の

目的は、前年度に実施した「へき地に勤務する看

護師に関するアンケート調査」のデータについて、

診療所の常勤看護師数、診療所が所在する地域の

特性、診療所における勤務年数等の観点から分析

を加え、へき地診療所看護師の研鑽の実態と研修

研究要旨 

【目的】前年度に実施した「へき地に勤務する看護師に関するアンケート調査」のデータについて、診

療所の常勤看護師数、診療所が所在する地域の特性等の観点から分析を加え、へき地診療所看護師の研

鑽の実態と研修ニーズを明らかにし、へき地診療所に勤務する看護師の研鑽のための体制及び求められ

る研修内容を検討することを目的とした。 

【方法】平成 28年度に実施した全国のへき地診療所 701か所に勤務する常勤看護職（発送数 1724）を対

象とした郵送無記名自記式質問紙調査のデータについて、常勤看護師が３人以下と４人以上、診療所所

在地域が島しょとそれ以外または島しょと山村地域、研鑽したい内容の各項目の希望の有無等の２群に

分け分析した。 

【結果】日常的な研鑽及び日常の勤務を離れた研鑽、各々機会がある者の割合は、いずれも常勤看護師

数『３人以下』が有意に低かった。併せて「代替看護師を確保できない」割合は『３人以下』が高かっ

た。また、地域特性別では『島しょ』よりも『島しょ以外』の診療所看護師の日常の勤務を離れた研鑽

の機会がある者の割合が有意に低く、「代替看護師を確保できない」割合は『島しょ以外』が高かった。

研鑽したい内容又は受講希望について、『３人以下』の回答割合が有意に高かったのは、「高齢者看護」、

「家族看護」、「薬理学」であり、『４人以上』では「褥瘡管理とスキンケア」、「経口摂取と輸液管理」及

び特定行為研修の「（人工呼吸療法）侵襲的陽圧換気の設定の変更」であった。地域特性別では、『島し

ょ』の回答割合が高かったのは「臨床判断に関する知識」、「フィジカルアセスメント」であり、『島しょ

以外』では「看取りの看護」、「褥瘡管理とスキンケア」等であった。『島しょ』または『山村地域』に所

在する看護師が経験している割合が高い特定行為及び研修受講が必要だと思う特定行為について、上位

５行為は同様であった。 

【考察】へき地診療所看護師の研鑽のための体制を整えるためには、特に常勤看護師『３人以下』や『島

しょ以外』のへき地診療所について代替看護師確保のための体制づくりが必要であり、また地域特性に

かかわらず ICT を活用した研鑽の機会を確保するための学習環境づくり等が必要であると考えられる。

求められる研修内容については、へき地診療所の看護活動を構成する因子である【場と対象に合わせた

多様な方法を用いたアプローチによる患者・家族の療養生活および介護支援】及び【救急搬送時の対応】

並びに看取りを含めた訪問看護に関連する内容が考えられる。『島しょ』、『山村地域』に関わらず研修ニ

ーズの高い特定行為は、「脱水症状に対する輸液による補正」、「感染徴候がある者に対する薬剤の臨時の

投与」等の５行為であり、これらに係る研修を受講できるための体制づくりが求められる。 
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ニーズを明らかにし、へき地診療所に勤務する看

護師の研鑽のための体制及び求められる研修内容

を検討することである。 
 

Ｂ．研究方法 

１）調査対象 

 調査対象は、全国のへき地診療所 1,051か所の

うち、歯科のみ、常勤看護師がいない、閉院（予

定を含む）の診療所を除く 623か所に勤務する常

勤看護師 1,785人を対象とした。 

２）調査項目 

①属性：年代、性別、婚姻状況、取得看護職資格、

看護師又は准看護師としての実務経験年数、現在

の診療所における勤務年数、診療所が所在する地

域の特性、診療所の常勤看護職数 

②看護実践能力向上のための研鑽の現状等：研鑽

（数日以上職場を離れない場合、数日間職場を離

れる場合）の機会の有無・頻度、研鑽の機会に参

加する場合の看護業務 

③研鑽困難理由等：勤務時間外の状況、研鑽が困

難な理由 

④研鑽したい内容等：へき地診療所看護師として

研鑽したい内容、特定行為に係る看護師の研修に

ついての認知度、特定行為 38行為の内へき地診療

所で実施する可能性のある 13 行為について研修

受講希望の有無、島しょまたは山村地域に所在す

る診療所の看護師の特定行為 13行為の経験（「経

験したことがない」から「頻繁に経験している」

の４件法）及び各特定行為に係る研修受講の必要

性（「全く思わない」から「とても思う」の４件法） 

３）調査方法 

 調査方法は郵送による無記名自記式質問紙調査

とした。 

４）倫理的配慮 

 調査の趣旨、自由意思の保証等を記載した文書

を質問紙とともに郵送し、質問紙への回答・返送

をもって、同意を得たとみなした。自治医科大学

倫理審査委員会の承認を得て実施した（臨大

16-028、平成 28年 9月 2日）。 

５）調査期間 

 調査期間は平成28年10月～平成29年１月であ

った。 

６）分析方法 

 SPSS Ver.23 を用いて単純集計するとともに、

診療所所在地域が島しょとそれ以外または島しょ

と山村地域、常勤看護師が３人以下と４人以上等

の２群に分け、各々χ2 検定を行った（有意水準

５％）。また、診療所における勤務年数について、

研鑽したい内容の各項目の希望の有無等により２

群に分け、等分散の検定（Levene検定）後、各々

対応のないｔ検定を行った（有意水準５％）。 

 

Ｃ．研究結果 

１．回答者の属性 

 回収できた調査票は 1,024 通で、回収率は

57.4％であった。 

 年代は 50代が最も多く約４割、次いで 40代が

多く約３割であった（表 1-1）。 

性別は女性が 97％であった（表 1-2）。 

婚姻状況は既婚が約８割であった（表 1-3）。 

取得看護資格は看護師が約７割、准看護師が約

３割であった（表 1-4）。 

看護師又は准看護師としての実務経験年数は、

最小１年 11ヶ月、最大 50年５ヶ月で、平均 23.8

±10.0年であった（図 1-1）。 

 

表1-1　年代

年代 Ｎ ％

20代 32 3.1

30代 183 17.9

40代 317 31.0

50代 417 40.7

60代 73 7.1

70代以上 1 0.1

無回答 1 0.1

計 1024 100.0
 

表1-2　性別

性 Ｎ ％

男性 30 2.9

女性 993 97.0

無回答 1 0.1

計 1024 100.0
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表1-3　婚姻状況

婚姻状況 Ｎ ％

既婚 818 79.9

未婚 200 19.5

無回答 6 0.6

計 1024 100.0
 

表1-4　取得看護資格（複数回答可）

年代 Ｎ ％

看護師 690 67.4

准看護師 333 32.5

保健師 27 2.6

助産師 19 1.9

無回答 1 0.1
 

人

25％ 50％ 75％

N=1005

年
 

 

人 N=1013

25％ 50％ 75％

年

 

0 100 200 300 400 500 600 700

山村地域

島しょ

半島

過疎地

豪雪地帯

その他

図1-3 診療所のある地域特性
（複数回答可）

回答者数

 

0 50 100 150 200 250

0人
1人
2人
3人

4～5人
6～9人

10～14人
15～19人
20人以上
無回答

図1-4 所属診療所の常勤看護師数

N=1024

N=482
（47.1％）

N=506
（49.4％）

回答者数
 

 

現在の診療所における勤務年数は、最小１ヶ月、

最大 41年６ヶ月で、平均 12.1±10.6年であった。

３年未満が 24.6％で約 1/4、10年未満が 50.5％で

約５割を占めていた（図 1-2）。診療所のある地域

の特性は、島しょが 217人（21.1％）、山村地域が

607 人（59.3％）、過疎地域が 575 人（56.2％）、

豪雪地帯が 190人（18.6％）であった（図 1-3）。 

常勤看護師数（図 1-4）は最小０人、最大 20人

で、平均は 5.3±4.49 人であった。｢１人｣が 153

人（14.9％）、「２人」が 218人（21.3％）、｢３人｣

が135人（13.2％）、｢４～９人｣が276人（27.0％）、

｢10 人以上｣が 206 人（20.1％）であった。『３人

以下』は 506人（49.4％）、『４人以上』は 482人

（47.1％）であった。 

 

２．研鑽の実態 

１）日常的な研鑽の機会 

患者に対する看護実践場面を除く日常的な研

鑽の機会について、「ある」と回答した者は 35.4％、

「ない」は 53.1％、「わからない」は 10.9％であ

った（図 2-1）。「ある」と回答した者の研鑽の機

会の内容は、「不定期に行われる時間外（夜間・休
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日等）のケース検討会や講演会」が最も多く約６

割、次いで「平日の後方病院や研修施設での研修」

が約３割であった（表 2-1）。「平日の後方病院や

研修施設での研修」の場合の頻度（表 2-2）は、「月

１回以上」、｢２～６か月に１回以上｣が各々25.4％

であった。 

 研鑽の機会｢有り｣は『看護師』41.9％、『准看護

師』22.5％で有意差があった（p<0.001）（図 2-2）。

診療所看護師数別では、『３人以下』31.0％、『４

人以上』40.7％で有意差があった（p<0.01）（図

2-3）。 

 

 

ある
362(35.4）

ない
544(53.1）

わからない
112

（10.9）

無回答 6(0.6）

人（％）

N=1024

図2-1 日常的な研鑽の機会の有無
 

 

Ｎ ％
114 31.5
57 15.7

225 62.2
57 15.7その他

表2-1　日常的な研鑽の機会の内容（複数回答可）　　　Ｎ=362
内容

平日の後方病院や研修施設での研修
定期的・時間外のケース検討会や講演会
不定期・時間外のケース検討会や講演会

 
 

頻度 Ｎ ％
月1回以上 29 25.4
2～6ヶ月に1回以上 29 25.4
年に1～3回 26 22.8
不定期 1 0.9
無回答 29 25.4

計 114 100.0

表2-2　平日の後方病院や研修施設での研修の頻度

 

 

0 10 20 30 40 50

准看護師
（N=333）

看護師
(N=690）

％図2-2 日常的な研鑽の機会の有の割合
－看護師と准看護師－

***

 

0 10 20 30 40 50

3人以下
（N=504）

4人以上
(N=477）

％

**

図2-3 日常的な研鑽の機会の有の割合
－常勤看護師数別－
＊無回答43人を除く

 
２）日常の勤務を離れた研鑽の機会 

 日常の勤務を離れた（数日間にわたって行われ

る研修会や学会等）研鑽の機会について、「ある」

と回答した者は 32.3％、「ない」は 60.4％、「わか

らない」は 6.2％であった（図 2-4）。「ある」と回

答した者の研鑽の機会の頻度は「年に１回」が最

も多く 54.7％であった（図 2-5）。 

 研鑽の機会｢有り｣は『島しょ』39.9％、『島しょ

以外』30.8％で有意差があった（p<0.05）（図 2-6）。

また、『看護師』38.2％、『准看護師』21.2％で有

意差があった（p<0.001）（図 2-7）。診療所看護師

数別では、『３人以下』23.9％、『４人以上』42.8％

で有意差があった（p<0.001）（図 2-8）。 

 

ある
331(32.3）

ない
619

（60.4）

わからない
63（6.2）

無回答 11(1.1）

人（％）

N=1024

図2-4 日常の勤務を離れた研鑽の機会の有無
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0 50 100 150 200

月に数回
月に1回

数ヶ月に1回
年に数回
年に1回

数年に1回
不定期
その他
無回答

回答者数

N=331

54.7％

図2-5 日常の勤務を離れた研鑽の機会の頻度
 

0 10 20 30 40 50

島しょ以外
(N=800）

島しょ
(N=213）

％

*

図2-6 日常の勤務を離れた研鑽の機会の有の割合
－島しょとそれ以外－
＊無回答21人を除く  

0 10 20 30 40 50

准看護師
（N=333）

看護師
(N=690）

％図2-7 日常的な勤務を離れた研鑽の機会の有の割合
－看護師と准看護師－

***

 

0 10 20 30 40 50

3人以下
（N=497）

4人以上
(N=479）

％

***

図2-8 日常の勤務を離れた研鑽の機会の有の割合
－常勤看護師数別－

＊無回答48人を除く  

 
 

また、勤務を離れた研鑽の機会に参加する場合

の看護業務については「代替看護師の確保はなく

残るスタッフで対応」が最も多く約８割であった

（表 2-3）。 

 

Ｎ ％
21 6.3
54 16.3

（内訳）

(18)

(13)
(7)
(5)
(3)

　　　無回答 (14)
263 79.5

表2-3　勤務を離れた研鑽の機会に参加する場合の看護業務

対応

　　　近隣・市内又は系列の診療所との連携で対応
　　　休診

（複数回答可）　N=331

　　　勤務時間外・休診時・休日のみ参加

代替看護師の確保はなく残るスタッフで対応

へき地医療拠点病院からの派遣看護師による対応
上記以外の方法で確保した看護による対応

　　　県・市町村・親病院等からの派遣看護師

　　　非常勤看護師・在宅看護師等への依頼または
　　　看護師不在に備えて確保された看護師への依頼

 
 

 

３．研鑽困難理由等 

１）勤務時間外の状況（表 3-1、表 3-2） 

 診療所が所在する地域を離れること等勤務時間

外（夜間、週末、祝日等）の状況については、「勤

務時間外は拘束されていない」が最も多く 65.5％

であった。これは診療所看護師数別では、『３人以

下』57.2％、『４人以上』73.9％で有意差があった

（p<0.001）。また、診療所所在地域の特性別では、

『島しょ』51.6％、『島しょ以外』69.3％で有意差

があった（p<0.001）。勤務時間外の状況について、

「医師が対応する」は２番目に多く 17.7％であっ

た。これは診療所看護師数別では、『３人以下』

24.4％、『４人以上』10.6％で有意差があった

（p<0.001）。「勤務時間外も患者の相談や緊急時に

対応する必要があり、離れることは難しい」は３

番目に多く 14.0％であった。これは診療所看護師

数別では、『３人以下』19.4％、『４人以上』8.9％

で有意差があった（p<0.001）。また、診療所所在

地域の特性別では、『島しょ』26.3％、『島しょ以

外』10.7％で有意差があった（p<0.001）。「勤務時

間外の対応義務はないが、住民の視線や感情に配

慮し、離れることは難しい」は 5.5％であった。

これは診療所看護師数別では、『３人以下』8.1％、

『４人以上』2.7％で有意差があった（p<0.001）。

また、診療所所在地域の特性別では、『島しょ』

11.5％、『島しょ以外』3.8％で有意差があった

（p<0.001）。 
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表3-1　勤務時間外の状況（複数回答可）
状況 Ｎ ％

勤務時間外も患者の相談や緊急時に対応する必要が
あり、離れることは難しい

143 14.0

勤務時間外の対応義務はないが、住民の視線や感情
に配慮し、離れることは難しい

56 5.5

診療所から離れる場合は、事前に住民等に知らせる
必要がある

28 2.7

医師が対応する 181 17.7
勤務時間外は拘束されていない 671 65.5
その他 202 19.7

  

表3-2　勤務時間外の状況－診療所看護師数別及び地域特性別－

3人以下
(N=505)

4人以上
(N=482）

島しょ
(N=217）

島しょ外
(N=807）

勤務時間外は拘束されていない
289

(57.2）
356

（73.9）
***

112
（51.6）

559
（69.3）

***

医師が対応する
123

(24.4）
51

(29.3）
***

32
（14.7）

149
(18.5）

勤務時間外も患者の相談や緊急時に対応する
必要があり、離れることは難しい

98
(19.4）

43
(8.9）

***
57

（26.3）
86

（10.7）
***

勤務時間外の対応義務はないが、住民の視線
や感情に配慮し、離れることは難しい

41
(8.1)

13
(2.7)

***
25

(11.5)
31

(3.8)
***

診療所看護師数
状況

＊診療所看護師数別については無回答37人を除く

（％）

地域特性

 

 

２）研鑽困難理由（表 3-3、表 3-4、表 3-5） 

 へき地診療所看護師としての研鑽を困難とする

理由については、「研修等の会場まで時間がかか

る」が最も多く 51.6％であった。これは診療所所

在地域の特性別では、『島しょ』63.6％、『島しょ

以外』48.3％で有意差があった（p<0.001）。研鑽

を困難とする理由について、「代替看護師を確保で

きない」は２番目に多く 47.3％であった。これは

診療所看護師数別では、『３人以下』55.6％、『４

人以上』39.8％で有意差があった（p<0.001）。ま

た、診療所所在地域の特性別では、『島しょ』40.1％、

『島しょ以外』49.2％で有意差があった（p<0.05）。

「家庭のことなど個人的事情で宿泊を要する研修

等へは参加できない」は３番目に多く 35.4％であ

った。これは婚姻状況別では、『既婚』39.6％、『未

婚』17.0％で有意差があった（p<0.001）。 

 

Ｎ ％
484 47.3
253 24.7
528 51.6

43 4.2
158 15.4
363 35.4
81 7.9

へき地診療所の看護実践に役立つ研修等がない
家庭のことなど個人的事情で宿泊を要する研修等へは参加できない
その他

研修等への参加に関わる予算を確保できない
研修等の会場まで時間がかかる
研修等への参加について医師等診療所ｽﾀｯﾌの理解がない

表3-3　へき地診療所看護師の研鑽を困難とする理由（複数回答可）
理由

代替看護師を確保できない

 

3人以下
(N=505)

4人以上
(N=482）

島しょ
(N=217

島しょ外
(N=807）

研修等の会場まで時間がかかる
250

(49.5）
263

（54.6）
138

（63.6）
390

（48.3）
***

代替看護師が確保できない
281

(55.6）
192

(40.6）
*** 87

（40.1）
397

(49.2）
*

　 　

表3-4　研鑽を困難とする理由－診療所看護師数別及び地域特性別－　（％）

＊診療所看護師数別については無回答37人を除く

地域特性診療所看護師数

 

表3-5　研鑽を困難とする理由－婚姻の有無別－　（％）

既婚
(N=818)

未婚
(N=200）

家族のことなど個人的事情で宿泊
を要する研修等へは参加できない

324
(39.6）

34
（17.0）

***

　 　

婚姻状況

＊無回答6人を除く  

 

４．研鑽したい内容 

１）診療所の所在する地域特性別等の研鑽したい

内容 

へき地診療所看護師として研鑽したい内容に

ついて最も多かったのは、認知症看護（55.0％）

であり、次いで高齢者看護（53.1％）、看取りの看

護（51.6％）、臨床判断に関する知識（38.0％）、

多職種連携（29.7％）、褥瘡管理とスキンケア

（29.6％）、家族看護（28.9％）、糖尿病看護

（22.8％）、フィジカルアセスメント（22.2％）、

経口摂取と輸液管理（16.6％）、薬理学（13.8％）、

保健活動方法（10.1％）の順であった（表 4-1）。 

診療所の所在する地域特性別で有意差があっ

たのは、「臨床判断に関する知識」が『島しょ』

44.7％、『島しょ以外』36.2％（p<0.05）、「フィジ

カルアセスメント」が『島しょ』32.3％、『島しょ

以外』19.5％（p<0.001）、「薬理学」が『島しょ』

18.9％、『島しょ以外』12.4％で、『島しょ』の回

答割合が高かった。また、「認知症看護」が『島し

ょ以外』56.8％、『島しょ』48.4％、「高齢者看護」

が『島しょ以外』54.8％、『島しょ』47.0％、「看

取りの看護」が『島しょ以外』53.3％、『島しょ』

45.2％、「褥瘡管理とスキンケア」が『島しょ以外』

31.4％、『島しょ』23.0％で、『島しょ以外』の回

答割合が高かった。（表 4-1） 

 研鑽希望の有無別の所属診療所における回答者

の平均勤務年数について有意差があった内容は

（表 4-2）、「臨床判断に関する知識」「フィジカル

アセスメント」「薬理学」「保健活動方法」（以上、

全て p<0.001）、「糖尿病看護」（p<0.01）、「高齢者

看護」「多職種連携」「家族看護」（以上、全て
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p<0.05）で、全て研鑽希望有りの者の平均勤務年

数が無しの者よりも少なかった。 

表4-1　研鑽したい内容－診療所が所在する地域特性別－  (%)

島しょ
(N=217）

島しょ外
(N=807）

認知症看護
563

(55.0)
105

(48.4)
458

(56.8)
*

高齢者看護
544

(53.1)
102

(47.0)
442

(54.8)
*

看取りの看護
528

(516)
98

(45.2)
430

(53.3)
*

臨床判断に関する知識
389

(38.0)
97

(44.7)
292

(36.2)
*

多職種連携
304

(29.7)
55

25.3)
249

(30.9)

褥瘡管理とスキンケア
303

(29.6)
50

(23.0)
253

(31.4)
*

家族看護
296

(28.9)
63

(29.0)
233

(28.9)

糖尿病看護
233

(22.8)
48

(22.1)
185

(22.9)

フィジカルアセスメント
227

(22.2)
70

(32.3)
157

(19.5)
***

経口摂取と輸液管理
170

(16.6)
29

(13.4)
141

(17.5)

薬理学
141

(13.8)
41

(18.9)
100

(12.4)
*

保健活動方法
103

(10.1)
29

(13.4)
74

(9.2)

全体
内容

（複数回答可）

地域特性

 

表4-2　研鑽希望の有無別の所属診療所における平均勤務年数  (年±SD)

内容 希望有り 希望無し

認知症看護 13.15±10.42 13.06±10.84

高齢者看護 12.44±10.23 13.86±10.98 *

看取りの看護 12.50±10.24 13.76±10.96

臨床判断に関する知識 10.82±9.39 14.51±11.06 ***

多職種連携 11.98±10.39 13.59±10.67 *

褥瘡管理とスキンケア 12.15±10.20 13.52±10.75

家族看護 12.07±10.16 13.53±10.76 *

糖尿病看護 11.42±9.94 13.61±10.75 **

フィジカルアセスメント 8.62±8.2 14.40±10.86 ***

経口摂取と輸液管理 12.56±9.95 13.22±10.74

薬理学 9.87±9.20 13.63±10.73 ***

保健活動方法 8.07±8.24 13.67±10.69 ***
 

 

 看護師と准看護師で有意差があったのは（表

4-3）、「臨床判断に関する知識」が『看護師』44.5％、

『准看護師』24.3％（p<0.001）、「多職種連携」が

『看護師』34.6％、『准看護師』19.2％（p<0.001）、

「フィジカルアセスメント」が『看護師』27.7％、

『准看護師』10.8％（p<0.001）、「保健活動方法」

が『看護師』12.9％、『准看護師』4.2％（p<0.001）、

「看取りの看護」が『看護師』55.2％、『准看護師』

43.8％（p<0.01）、「褥瘡管理とスキンケア」が『看

護師』32.3％、『准看護師』23.7％（p<0.01）、「家

族看護」が『看護師』31.7％、『准看護師』22.8％

（p<0.01）、「糖尿病看護」が『看護師』25.4％、

『准看護師』17.4％（p<0.01）、「薬理学」が『看

護師』15.9％、『准看護師』9.3％（p<0.01）であ

り、全て『看護師』の回答割合が高かった。 

 

表4-3　研鑽したい内容－看護師と准看護師－  (%)

内容
看護師

(N=690）
准看護師
(N=333）

認知症看護
388

(55.7)
174

(52.3)

高齢者看護
360

(52.2)
183

(55.0)

看取りの看護
381

(55.2)
146

(43.8)
**

臨床判断に関する知識
307

(44.5)
81

(24.3)
***

多職種連携
239

(34.6)
64

(19.2)
***

褥瘡管理とスキンケア
223

(32.3)
79

(23.7)
**

家族看護
219

(31.7)
76

(22.8)
**

糖尿病看護
175

(25.4)
58

(17.4)
**

フィジカルアセスメント
191

(27.7)
36

(10.8)
***

経口摂取と輸液管理
118

(17.1)
52

(15.6)

薬理学
110

(15.9)
31

(9.3)
**

保健活動方法
89

(12.9)
14

(4.2)
***

＊無回答1人を除く

 診療所看護師数別で有意差があったのは（表

4-4）、「高齢者看護」が『３人以下』57.2％、『４

人以上』48.8％（p<0.01）、「家族看護」が『３人

以下』33.7％、『４人以上』25.3％（p<0.01）、「薬

理学」が『３人以下』16.6％、『４人以上』11.0％

で、『３人以下』の回答割合が高かった。また、「褥

瘡管理とスキンケア」が『４人以上』35.1％、『３

人以下』24.2％（p<0.001）、「経口摂取と輸液管理」

が『４人以上』21.0％、『３人以下』12.5％（p<0.001）

で、『４人以上』の回答割合が高かった。 



- 75 - 

表4-4　研鑽したい内容－診療所看護師数別－  (%)

内容
3人以下
(N=505）

4人以上
(N=482）

認知症看護
285

(56.4)
258

(53.5)

高齢者看護
289

(57.2)
235

(48.8)
**

看取りの看護
257

(50.9)
252

(52.3)

臨床判断に関する知識
188

(37.2)
186

(38.6)

多職種連携
157

(31.1)
136

(28.2)

褥瘡管理とスキンケア
122

(24.2)
169

(35.1)
***

家族看護
170

(33.7)
122

(25.3)
**

糖尿病看護
129

(25.5)
98

(20.3)

フィジカルアセスメント
114

(22.6)
108

(22.4)

経口摂取と輸液管理
63

(12.5)
101

(21.0)
***

薬理学
84

(16.6)
53

(11.0)
*

保健活動方法
61

(12.1)
40

(8.3)

＊無回答37人を除く  
２）特定行為に係る研修 

 特定行為に係る看護師の研修について、「よく

知っている」と回答した者は 1.9％であり、「だい

たい知っている」を併せても約 2割であった（表

4-5）。 

 特定行為に係る看護師の研修の受講希望の有

無については、「受講したいと思う」が約３割であ

った（表 4-6）。 

特定行為 38行為のうち、へき地診療所で実施する

可能性のある 13 行為に関する研修受講希望の有

無別の所属診療所における回答者の平均勤務年数

について有意差があった内容は（表 4-7）、「脱水

症状に対する輸液による補正」（p<0.001）、「抗け

いれん剤又は抗精神病薬又は抗不安薬の臨時の投

与」「褥瘡又は慢性創傷の治療における血流のない

壊死組織の除去」（以上、全て p<0.01）、「感染徴

候がある者に対する薬剤の臨時の投与」「インスリ

ン投与量の調節」「気管カニューレの交換」「（人工

呼吸療法）侵襲的陽圧換気の設定の変更」「橈骨動

脈ラインの確保」「直接動脈穿刺法による採血」（以

上、全て p<0.05）で、全て受講希望有りの者の平

均勤務年数が無しの者よりも少なかった。 

Ｎ ％
よく知っている 19 1.9
だいたい知っている 219 21.4
あまり知らない 541 52.8
全く知らない 199 19.4
無回答 46 4.5

計 1024 100.0

表4-5　特定行為に係る看護師の研修についての認知度

Ｎ ％
受講したいと思う 341 33.3
受講したいと思わない 152 14.8
どちらとも言えない 517 50.5
無回答 14 1.4

計 1024 100.0

表4-6　特定行為に係る看護師の研修受講の希望

 

表4-7　特定行為研修受講希望の有無別の所属診療所における平均勤務年数 　　　　　 (年±SD)

内容 希望有り 希望無し

抗けいれん剤又は抗精神病薬又は抗不安薬の臨時の投与 10.38±9.43 13.50±10.71 **

感染徴候がある者に対する薬剤の臨時の投与 11.16±9.61 13.43±10.73 *

脱水症状に対する輸液による補正 10.68±8.96 13.69±10.89 ***

インスリンの投与量の調節 11.42±9.65 13.36±10.72 *

褥瘡又は慢性創傷の治療における血流のない壊死組織の除去 11.20±9.49 13.69±10.86 **

気管カニューレの交換 11.20±9.53 13.34±10.71 *

(人工呼吸療法)非侵襲的陽圧換気の設定の変更 11.65±10.35 13.26±1063

(人工呼吸療法)侵襲的陽圧換気の設定の変更 11.08±9.82 13.30±10.66 *

経口用気管チューブ又は経鼻用気管チューブの位置の調節 12.05±9.81 13.23±10.69

橈骨動脈ラインの確保 10.92±9.68 13.28±10.66 *

直接動脈穿刺法による採血 10.65±9.65 13.34±10.67 *

膀胱ろうカテーテルの交換 12.22±10.28 13.22±10.65

胃ろうカテーテル若しくは腸ろうカテーテル又は胃ろうボタンの交換 12.20±9.89 13.26±10.72  
 

診療所看護師数別で有意差があったのは、「（人

工呼吸療法）侵襲的陽圧換気の設定の変更」のみ

で、『３人以下』6.5％、『４人以上』10.6％（p<0.05）

と『４人以上』の回答割合が高かった（表 4-8）。 

所属診療所が所在する地域特性について、『島

しょ』及び『山村地域』に焦点を当て、特定行為

の経験及び研修受講の必要性をみた。なお、『島し

ょ』217人、『山村地域』607人のうち、13の特定

行為の経験及び研修受講の必要性全てに回答して

いた、各々175人、519人を分析対象とした。 

『島しょ』及び『山村地域』に所在する診療所

の看護師の年代は、両方とも 50代が最も多く、次
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いで 40 代が多かった（表 4-9）。性別は両方とも

女性が 9割以上を占めていた（表 4-10）。 

 

表4-8　特定行為研修の受講希望内容－診療所看護師数別－ 　　　　　　　　　　　 (%)

内容
3人以下
(N=505）

4人以上
(N=482）

抗けいれん剤又は抗精神病薬又は抗不安薬の臨時の投与
59

(11.7)
62

(12.9)

感染徴候がある者に対する薬剤の臨時の投与
71

(14.1)
69

(14.3)

脱水症状に対する輸液による補正
96

(19.0)
92

(19.1)

インスリンの投与量の調節
59

(11.7)
68

(14.1)

褥瘡又は慢性創傷の治療における血流のない壊死組織の除去
109

(21.6)
118

(24.5)

気管カニューレの交換
54

(10.7)
52

(10.8)

(人工呼吸療法)非侵襲的陽圧換気の設定の変更
40

(7.9)
54

(11.2)

(人工呼吸療法)侵襲的陽圧換気の設定の変更
33

(6.5)
51

(10.6)
*

経口用気管チューブ又は経鼻用気管チューブの位置の調節
50

(9.9)
51

(10.6)

橈骨動脈ラインの確保
32

(6.3)
41

(8.5)

直接動脈穿刺法による採血
36

(7.1)
51

(10.6)

膀胱ろうカテーテルの交換
53

(10.5)
54

(11.2)

胃ろうカテーテル若しくは腸ろうカテーテル又は胃ろうボタンの交換
71

(14.1)
62

(12.9)

＊無回答37人を除く  

表4-9　年代－島しょ及び山村地域－
N（％）

年代 島しょ 山村地域

20代
12
(6.9)

17
(3.3)

30代
36

(20.6)
95

(18.3)

40代
56

(32.0)
163
(31.4)

50代
57

(32.6)
213
(41.0)

60代
13
(7.4)

31
(6.0)

70代以上
1

(0.6)

計
175

(100.0)
519

(100.0)

表4-10　性別－島しょ及び山村地域－
N（％）

性 島しょ 山村地域

男性
9

(5.1)
15
(2.9)

女性
166
(94.9)

504
(97.1)

計
175

(100.0)
519

(100.0)  
 

 特定行為 38行為のうち、へき地診療所で実施す

る可能性のある 13行為に関する所属施設が『島し

ょ』または『山村地域』に所在する看護師の経験

について（図 4-1）、「頻繁に経験している」及び

「時折経験している」を併せた回答者数が多かっ

たのは、「脱水症状に対する輸液による補正」で

344人（49.6％）、次いで「感染徴候がある者に対

する薬剤の臨時の投与」218 人（31.4％）、「褥瘡

又は慢性創傷の治療における血流のない壊死組織

の除去」141 人（20.3％）、「インスリン投与量の

調節」132 人（19.0％）、「抗けいれん剤又は抗精

神病薬又は抗不安薬の臨時の投与」131 人

（18.9％）の順であった。 

 へき地診療所看護師の特定行為研修受講の必要

性に関する所属施設が『島しょ』または『山村地

域』に所在する看護師の認識について（図 4-2）、

「とても思う」及び「まあ思う」を併せた回答者

数が多かったのは、「脱水症状に対する輸液による

補正」で 496人(71.5％)、次いで「褥瘡又は慢性

創傷の治療における血流のない壊死組織の除去」

447 人（64.4％）、「感染徴候がある者に対する薬

剤の臨時の投与」388 人（55.9％）、「インスリン

の投与量の調整」354 人（51.0％）、「抗けいれん

剤又は抗精神病薬又は抗不安薬の臨時の投与」335

人（48.3％）の順であった。 

 特定行為研修受講の必要性に関する看護師の認

識について、「とても思う」及び「まあ思う」を併

せた回答者数が多かった５行為について、所属施

設が『島しょ』または『山村地域』に所在する看

護師各々の回答数（回答割合）を表 4-11に示す。

これら５行為について、回答割合の有意差はなか

った。 
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(人工呼吸療法)侵襲的陽圧換気の設定の変更
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図4-1 へき地診療所における特定行為の経験－島しょ及び山村地域－（N=694)
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図4-2 へき地診療所看護師の特定行為研修受講の必要性－島しょ及び山村地域－（N=694)
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内容
島しょ

(N=175）
山村地域
(N=519）

脱水症状に対する輸液による補正
129

(73.7)
367

(70.7)
n.s

褥瘡又は慢性創傷の治療における血流のない壊死組織の除去
106

(60.6)
341

(65.7)
n.s

感染徴候がある者に対する薬剤の臨時の投与
101

(57.7)
287

(55.3)
n.s

インスリンの投与量の調節
94

(53.7)
260

(50.1)
n.s

抗けいれん剤又は抗精神病薬又は抗不安薬の臨時の投与
89

(50.9)
246

(47.4)
n.s

表4-11　特定行為研修受講の必要性
　　　　－地域特性別の必要と「とても思う」+「まあ思う」の回答者数－ 　　　　　 (%)

 
 

Ｄ．考察 

平成 28 年度の調査結果では、へき地診療所看

護師のうち日常的な研鑽の機会がある者は

35.4％で、へき地診療所看護師の研鑽の機会は

十分ではなく、研鑽を困難とする理由には「研

修等の会場まで時間がかかる」「代替看護師を確

保できない」等があること、研鑽したい内容は、

認知症看護、高齢者看護、看取りの看護、臨床

判断に関する知識の順に多いこと、特定行為研

修の受講希望は約３割あること等を明らかにし

た。 

平成 29 年度は、昨年度の調査データについて、

診療所常勤看護師数、所属診療所が所在する地

域特性、診療所看護師個々の背景の観点から分

析し、へき地診療所に勤務する看護師の研鑽の

ための体制及び求められる研修内容について検

討した。 

 

１．常勤看護師数に応じた診療所看護師の研鑽

のための体制及び求められる研修内容 

１）研鑽のための体制 

結果から、日常的な研鑽の機会がある者は診

療所の常勤看護師数別にみると『３人以下』と

『４人以上』で有意差があり、日常の勤務を離

れた研鑽の機会についても同様であり、いずれ

も『３人以下』の割合が低かった。 

へき地診療所看護師としての研鑽を困難とす

る理由で２番目に多かった「代替看護師を確保

できない」について診療所看護師数別にみると、

『４人以上』よりも『３人以下』が有意に回答

割合が高かった。これらのことから、代替看護

師を確保できないことが、常勤看護師『４人以

上』よりも『３人以下』の診療所に勤務する看

護師の研鑽の機会、特に勤務を離れた研鑽を困

難している可能性が示唆された。 

 勤務時間外（夜間、週末、祝日等）の状況で

最も多かった「勤務時間外は拘束されていない」

について診療所看護師数別にみると、『４人以

上』よりも『３人以下』が有意に回答割合が低

かった。勤務時間外の状況で２番目に多かった

「医師が対応する」は『４人以上』よりも『３

人以下』が有意に回答割合が高かった。さらに、

次に多かった「勤務時間外も患者の相談や緊急

時に対応する必要があり、離れることは難しい」

や「勤務時間外の対応義務はないが、住民の視

線や感情に配慮し、離れることは難しい」も『４

人以上』よりも『３人以下』が有意に回答割合

が高かった。これらのことから、常勤看護師『３

人以下』の診療所では、勤務時間外の状況につ

いて『４人以上』の診療所よりも、医師が対応

することはあるが、看護師は勤務時間外も拘束

されていたり、勤務時間外も患者の相談や緊急

時に対応する必要があり当該地域を離れること

が難しかったり、勤務時間外の対応義務はなく

ても住民の視線や感情に配慮し当該地域を離れ

ることは難しかったりすることが示唆された。

このような勤務時間外の状況も、常勤看護師『４

人以上』よりも『３人以下』の診療所に勤務す

る看護師の研鑽を困難にする一因であることが

示唆された。 

 以上のことから、へき地診療所看護師の研鑽

のための体制を整えるためには、特に常勤看護

師『３人以下』のへき地診療所について、代替

看護師確保のための体制づくりや設置主体であ

る市町村や住民の診療所看護師の研鑽に対する

理解、そして ICTを活用して研鑽の機会を確保

するための学習環境づくりが必要であると考え

られる。 

 
２）求められる研修内容 

へき地診療所看護師として研鑽したい内容に

ついて診療所常勤看護師数別で『３人以下』の

方が回答割合が高かったのは、「高齢者看護」「家

族看護」「薬理学」であった。『４人以上』の方

が回答割合が高かったのは、「褥瘡管理とスキン

ケア」「経口摂取と輸液管理」であり、特定行為

研修の受講希望内容については「（人工呼吸療

法）侵襲的陽圧換気の設定の変更」であった。

これらの理由については、さらに調べる必要が
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あるが、先行研究 2)で明らかになっているへき

地診療所における看護活動を構成する因子の一

つである【場と対象に合わせた多様な方法を用

いたアプローチによる患者・家族の療養生活お

よび介護支援】に関連する内容であると考えら

れる。また、筆者らが 2013（平成 25）年に実施

した全国のへき地診療所を対象とした調査 3)で

は、訪問看護を実施している診療所は約３割で

あり、それらの診療所の常勤看護師数や地域特

性は調べていないが、『４人以上』の診療所にお

ける訪問看護の実施状況や訪問看護対象の医療

依存度が研鑽を希望する内容に関連している可

能性があり、今後調べていく必要がある。いず

れにしても、医療依存度が高い対象も含めた訪

問看護に必要となる知識・技術に関する研修内

容が求められていると考えられる。 

 

２．所属診療所が所在する地域特性に応じた診

療所看護師の研鑽のための体制及び求めら

れる研修内容 

１）研鑽のための体制 

日常の勤務を離れた研鑽の機会がある者は所

属診療所が所在する地域特性別にみると、『島し

ょ』よりも『島しょ以外』の方が有意に回答割

合が低かった。 
へき地診療所看護師としての研鑽を困難とす

る理由で最も多かった「研修等の会場まで時間

がかかる」について診療所所在の地域特性別に

みると、『島しょ以外』よりも『島しょ』の方が

有意に回答割合が高かったが、２番目に多かっ

た「代替看護師を確保できない」については『島

しょ以外』の方が有意に回答割合が高かった。

これらのことから、研修会場までの時間が『島

しょ』に所在する診療所に勤務する看護師の、

また代替看護師を確保できないことが『島しょ

以外』の診療所に勤務する看護師の、勤務を離

れた研鑽を困難にする一因と考えられる。 
勤務時間外の状況で最も多かった「勤務時間

外は拘束されていない」について診療所所在の

地域特性別にみると、『島しょ以外』よりも『島

しょ』の方が有意に回答割合が低かった。３番

目に多かった「勤務時間外も患者の相談や緊急

時に対応する必要があり、離れることは難しい」

や、さらに「勤務時間外の対応義務はないが、

住民の視線や感情に配慮し、離れることは難し

い」は『島しょ以外』よりも『島しょ』の方が

有意に回答割合が高かった。以上のことから、

『島しょ』に所在する診療所では、勤務時間外

の状況について『島しょ以外』に所在する診療

所よりも、看護師は勤務時間外も拘束されてい

たり、勤務時間外も患者の相談や緊急時に対応

する必要があり当該地域を離れることが難しか

ったり、勤務時間外の対応義務はなくても住民

の視線や感情に配慮し当該地域を離れることは

難しかったりすることが示唆された。このよう

な勤務時間外の状況が、『島しょ』に所在する診

療所に勤務する看護師の勤務を離れた研鑽を困

難にする一因と考えられる。 

以上のことから、へき地診療所看護師の研鑽

のための体制を整えるためには、特に『島しょ

以外』に所在するへき地診療所について、代替

看護師確保のための体制づくりや設置主体であ

る市町村や住民の診療所看護師の研鑽に対する

理解が必要であると考えられる。また、へき地

診療所の研鑽の実態から、地域特性に関わらず

ICTを活用して研鑽の機会を確保するための学

習環境づくりが必要であると考えられるが、特

に『島しょ』においては研修会場へのアクセス

の問題や勤務時間外の状況から必須と言える。 

 
２）求められる研修内容 

研鑽したい内容について診療所の所在する地

域特性別にみると、『島しょ』の方が回答割合が

高かったのは、「臨床判断に関する知識」「フィ

ジカルアセスメント」であった。一方、『島しょ

以外』の方が回答割合が高かったのは、「薬理学」

「認知症看護」「高齢者看護」「看取りの看護」

「褥瘡管理とスキンケア」であった。 

研究者らが選定したへき地診療所で実施する

可能性のある 13の特定行為について、『島しょ』

または『山村地域』に所在する看護師が経験し

ている割合が高かったのは、「脱水症状に対する

輸液による補正」「感染徴候がある者に対する薬

剤の臨時の投与」「褥瘡又は慢性創傷の治療にお

ける血流のない壊死組織の除去」「インスリン投

与量の調節」「抗けいれん剤又は抗精神病薬又は

抗不安薬の臨時の投与」の順であった。研修受

講の必要性についても「とても思う」及び「ま

あ思う」を併せた回答割合が高かった上位の特

定行為は、若干順位が異なるものの同様であっ

た。また、これら５行為について、『島しょ』と

『山村地域』の回答割合に有意差はなかった。 
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先行研究 2)で明らかになっているへき地診療

所における看護活動を構成する因子の一つに

【救急搬送時の対応】があり、またへき地診療

所看護師は救急発生時の初療に大きな役割を担

うため離島のへき地診療所看護師は基本的な蘇

生法・止血法・外傷の応急処置ができることが

重要であると考えていることが明らかになって

いる 4)。これらの基盤となる知識・技術となる

臨床判断に関する知識やフィジカルアセスメン

トが離島に所在するへき地診療所看護師の研修

内容として求められていると考えられる。『島し

ょ』よりも『島しょ以外』で回答割合が高かっ

た研鑽したい内容については、訪問看護の実施

状況や在宅における看取りの状況と関連してい

る可能性があり、今後、調べていく必要がある。 

さらに、『島しょ』、『山村地域』に関わらず研

修ニーズの高い特定行為は、前述した５行為で

あり、これらに係る研修を受講できるための体

制づくりが求められていると考えられる。 

 

３．看護師個々の背景に応じた診療所看護師の

研鑽のための体制及び求められる研修内容 

１）研鑽のための体制 

 結果から、日常的な研鑽の機会がある者の割

合は『看護師』よりも『准看護師』の方が有意

に低かった。日常の勤務を離れた研鑽の機会に

ついても同様であった。 
 へき地診療所看護師としての研鑽を困難とす

る理由で３番目に多かった「家庭のことなど個

人的事情で宿泊を要する研修等へは参加できな

い」について婚姻状況別でみると、『未婚』より

も『既婚』の看護師の回答割合が有意に高かっ

た。 

以上のことから、へき地診療所看護師の研鑽

のための体制を整えるためには、研鑽の機会が

ある者の割合が『看護師』よりも『准看護師』

の方が少ない理由を明らかにし、准看護師の研

鑽のための体制を整えていく必要がある。また、

家庭の事情等で診療所が所在する地域を離れた

り、宿泊を要したりする研修への参加が難しい

看護師のために、ICT を活用して研鑽の機会を

確保するための学習環境づくりが必要であり、

本調査の結果から、へき地診療所においては既

婚である看護師が８割を占めることから特に重

要である。 
 

２）求められる研修内容 

研鑽したい内容について、研鑽希望の有無別

の所属診療所における回答者の平均勤務年数に

ついて有意差があった内容は、「臨床判断に関す

る知識」「フィジカルアセスメント」「薬理学」

「保健活動方法」「糖尿病看護」「高齢者看護」

「多職種連携」「家族看護」で、全て研鑽希望有

りの者の平均勤務年数が無しの者よりも少なか

った。また、特定行為研修の受講希望内容につ

いては「脱水症状に対する輸液による補正」「抗

けいれん剤又は抗精神病薬又は抗不安薬の臨時

の投与」「褥瘡又は慢性創傷の治療における血流

のない壊死組織の除去」「感染徴候がある者に対

する薬剤の臨時の投与」「インスリン投与量の調

節」「気管カニューレの交換」「（人工呼吸療法）

侵襲的陽圧換気の設定の変更」「橈骨動脈ライン

の確保」「直接動脈穿刺法による採血」で、全て

受講希望有りの者の平均勤務年数が無しの者よ

りも少なかった。 

以上のことから、へき地診療所看護師の診療

所勤務年数に応じた研修プログラムを検討する

ことが求められていると考えられる。 

 研鑽したい内容について、看護師と准看護師

で回答割合に有意差がなく、かつ 50％以上の准

看護師が挙げていた内容は、「認知症看護」及び

「高齢者看護」であった。准看護師に対する研

修内容として、これらの内容が求められている

と考えられる。 

  

Ｅ．結論 

平成 28年度に実施した「へき地に勤務する看

護師に関するアンケート調査」のデータについ

て、診療所の常勤看護師数、診療所が所在する

地域の特性、診療所における勤務年数等の観点

から分析を加え、へき地診療所看護師の研鑽の

実態と研修ニーズを明らかにし、へき地診療所

に勤務する看護師の研鑽のための体制及び求め

られる研修内容を検討した。 

その結果、日常的な研鑽及び日常の勤務を離

れた研鑽、各々機会がある者の割合は、いずれ

も常勤看護師数『３人以下』が有意に低かった。

併せて「代替看護師を確保できない」割合は『３

人以下』が高かった。また、地域特性別では『島

しょ』よりも『島しょ以外』の診療所看護師の

日常の勤務を離れた研鑽の機会がある者の割合

が有意に低く、「代替看護師を確保できない」割

合は『島しょ以外』が高かった。『看護師』より

も『准看護師』は研鑽の機会のある者の割合は
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有意に低かった。 

研鑽したい内容又は特定行為研修の受講希望

について、『３人以下』の回答割合が有意に高か

ったのは、「高齢者看護」「家族看護」「薬理学」

であり、『４人以上』では「褥瘡管理とスキンケ

ア」「経口摂取と輸液管理」及び特定行為研修の

「（人工呼吸療法）侵襲的陽圧換気の設定の変

更」であった。地域特性別では、『島しょ』の回

答割合が高かったのは「臨床判断に関する知識」

「フィジカルアセスメント」であり、『島しょ以

外』では「薬理学」「認知症看護」「高齢者看護」

「看取りの看護」「褥瘡管理とスキンケア」であ

った。『島しょ』または『山村地域』に所在する

看護師が経験している割合が高い特定行為及び

研修受講が必要だと思う特定行為について、上

位５行為は同様であった。研鑽希望又は受講希

望の有無別の所属診療所における回答者の平均

勤務年数について、有意差があった研鑽したい

内容は「臨床判断に関する知識」等の８項目で

あり、特定行為研修については「脱水症状に対

する輸液による補正」等の９行為で、全て希望

有りの者の平均勤務年数が無しの者よりも少な

かった。 

へき地診療所看護師の研鑽のための体制を整

えるためには、特に常勤看護師『３人以下』や

『島しょ以外』のへき地診療所について代替看

護師確保のための体制づくりが必要であり、ま

た地域特性にかかわらず ICTを活用した研鑽の

機会を確保するための学習環境づくり等が必要

であると考えられる。 

求められる研修内容については、へき地診療

所の看護活動を構成する因子である【場と対象

に合わせた多様な方法を用いたアプローチによ

る患者・家族の療養生活および介護支援】及び

【救急搬送時の対応】並びに看取りを含めた訪

問看護に関連する内容が考えられる。『島しょ』、

『山村地域』に関わらず研修ニーズの高い特定

行為は、「脱水症状に対する輸液による補正」「感

染徴候がある者に対する薬剤の臨時の投与」「褥

瘡又は慢性創傷の治療における血流のない壊死

組織の除去」「インスリン投与量の調節」「抗け

いれん剤又は抗精神病薬又は抗不安薬の臨時の

投与」の５行為であり、これらに係る研修を受

講できるための体制づくりが求められる。 

また、へき地診療所看護師の診療所勤務年数

に応じた研修プログラムや准看護師に対する

「認知症看護」及び「高齢者看護」の研修が求

められていると考えられる。 
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へき地に勤務する看護師に関するアンケート調査 ご協力のお願い 
 

自治医科大学地域医療学センター長 

（研究代表者）梶井 英治 

 

 へき地診療所においては、疾病予防・健康増進から療養・介護支援、初期救急対応、そして看取り

にまで及ぶ包括的な看護活動が求められます。しかし、へき地に勤務する看護師は研鑽の機会が少な

いことや看護活動に関する相談・サポート体制が十分ではないことが課題として明らかにされていま

す。一方、今後の在宅医療等を支えていく看護師を計画的に養成していくために、平成 27年 10月か

ら特定行為に係る看護師の研修が開始されました。これは、看護師が医師の判断を待たずに、事前の

指示（手順書）により行う一定の診療の補助（特定行為）を標準化し、チームによる医療をより一層、

推進していくことをねらいとしています。 

 本研究班では、現在へき地医療に携わっておられる看護師の皆さまの研修の状況、研修・研鑽に際

して困っていらっしゃる点、特定行為に係る研修への関心などを明らかにすることで、現在勤務され

ている方々および今後へき地看護に携わっていただく方の研修の状況の向上につながるものと考え

ております。 

 また、各地で医療提供体制の検討・再構築が行われておりますが、これについて、行政・住民・医

療機関等の合意形成が必要と思われます。皆様の合意形成の場への参加状況や、再構築へのご意見を

お伺いしたいと思います。 

つきましては、お忙しいところ大変恐縮ですが、調査の主旨をご理解の上、ご回答下さいますよう

お願い申し上げます。 

１．調査の対象 

 「へき地診療所」に指定されている医療機関に勤務されているすべての常勤看護師 

２．調査用紙の記入および回収 

 調査用紙にご回答の上、 ○月○日（○）までに 同封の返信用封筒で下記事務局宛にお送りくださ

い。封筒には番号が記されていますが、これは事務処理のための整理番号です。個人を特定出来ない

ように、開封と分析は別に行いますのでご理解頂けますようお願い致します。 

 なお、複数の診療所に勤務されている方で、調査用紙を複数受け取られた場合は、１通のみご回答

頂き、お手数ですが、残りの調査用紙に「複数受け取り既に回答した」旨をご記入のうえご返送くだ

さい。 

３．個人情報の取り扱い等について 

調査内容の分析、結果の取りまとめ等は統計的に処理し、匿名化します。本研究は自治医科大学の

倫理委員会の承認を得て実施しております。 

４．調査の実施主体及び調査結果の取りまとめ 

 本調査は、厚生労働科学研究「へき地医療において提供される医療サービスの向上とへき地医療に

従事する医師の労働環境改善に係る研究」班で実施するものです。調査結果は、報告書や学会や論文

等、個人を特定できない形で公表致します。 

５．調査用紙の返送先および調査内容の照会先 

 
＜お問い合わせ＞  

 〒329-0498 栃木県下野市薬師寺 3311-1 

 自治医科大学地域医療学センター 地域医療学部門（担当：古城、岩﨑) 

 電話：0285-58-7394  e-Mail：dcfm-i@jichi.ac.jp 

＜苦情相談先＞ 

 大学事務部研究支援課（電話：0285-58-8933） 

こじょう  いわさき 

参考資料５ 
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へき地に勤務する看護師に関するアンケート調査 

 

１．ご自身について、選択肢の場合には当てはまるものに○をつけてください。 

 
（１）勤務先診療所が位置する都道府県をご記入ください。（         ） 

 
（２）年齢 

a. 20代      b. 30代      c. 40代    

d. 50代      e. 60代      f. 70代以上 

 

（３）性別 

a. 男性      b. 女性 

 

（４）婚姻状況 

a. 既婚      b. 未婚 

 

（５）住んでいる現住所 

a. 診療所のある市町村と同じ    b. 診療所の近隣市町村        

c. その他（                      ）    

 

（６）取得している資格について、該当するものすべてに○をつけてください。 

a. 看護師    b. 准看護師     c. 保健師    d. 助産師 

 

へき地診療所においては包括的な看護活動が求められ、また大部分の診療所は医
師、看護師以外の専門職がいない状況であることから、医師等との役割を重ね合わ
せ、状況に応じて他職種の役割を担うことも求められます。  

しかし、へき地に勤務する看護師は研鑽の機会が少ないことや看護活動に関する相
談・サポート体制が十分ではないことが課題として明らかにされており、チーム医療
や在宅医療の推進を目的とする特定行為に係る研修を含めて、へき地に勤務する看護
師の研修・研鑽の機会を確保・拡充していくことは喫緊の課題といえます。 

 また、地域医療構想の策定や市町村合併などを背景として、地域の医療機関の統廃合
や再編成など医療提供体制の再構築が行われている地域もあると思います。こうした事
業が円滑に進み、成功するには都道府県・市町村など自治体、医師会などの医療関係団
体、医療機関、住民などの合意を形成する必要があると考えられます。 

 そこで今回は、①看護実践能力向上のための研鑽について－日々の研鑽や特定行為に
係る看護師の経験及び研修への関心、勤務の中で研修を行う際の問題点等や、②勤務さ
れている地域の医療提供体制の再構築の現状について－特に看護体制に関する合意形
成を目的とした組織の存在および第一線で勤務している看護師の方々の意見等に関し
て調査を行いたいと思います。 

裏面にも質問があります。ご回答をお願いします。 
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（７）卒業した看護基礎教育課程（該当するもの全てに○） 

a. 専門学校（2年課程）     b. 専門学校（3年課程）   

c. 短期大学（2年課程）     d. 短期大学（3年課程） 

e. 大学      f. 保健師教育 1年課程 

g. 助産師教育 1年課程    h. その他（             ） 

 

（８）看護師（あるいは准看護師）としての実務経験年数（平成28年8月31日時点） 

              通算         年          ヶ月 

 

（９）現在の診療所における勤務年数（平成28年8月31日時点） 

                         年          ヶ月 

 

（10）現在の職場に至るまでに、通算で最も長く勤務されていた職場を一つ選択してください。 

a. 大学附属病院         b. 大病院（200床以上） 

c. 中病院（50～199床）     d. 小病院（49床以下） 

e. へき地の診療所     f. へき地以外の診療所 

g. その他（                                   ） 

 

（11）現在の診療所への勤務は、他の病院（施設）などからの派遣ですか。 

a. 派遣である     b. 派遣ではない  

 

（12）（11）で「a. 派遣である」と答えた方にお聞きします。 

どこから派遣されているか、もっとも当てはまるもの一つを選択してください。 

a. 都道府県      b. へき地医療拠点病院 

c. その他 具体的に（                      ） 

 

（13）診療所のある地域について該当するもの全てに○をつけてください。 

a. 山村地域      b. 島しょ      c. 半島 

d. 過疎地       e. 豪雪地帯     f. その他（       ） 

 

（14）診療所に勤務する看護職数 

   ※ご自身を含めて、看護師、保健師、助産師、准看護師の総数をお書きください。 

a. 常勤（      ）人    b. 非常勤（      ）人 
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２．看護実践能力向上のための研鑽について                     

問１ あなたは日常の勤務のなかで、実際に患者さんを看護する以外の場面で、研鑽する機会

がありますか。当てはまるもの一つを選択してください。（看護に関する資料等を検索す

ることや数日以上現在の職場を離れて行う研修を除きます。） 

a. ある       b. ない       c. わからない 

 

問２ 前問で「ａ. ある」と回答された方にお聞きします。 

その研鑽の機会として、下記の当てはまるものに○をつけてください。（複数回答可） 

a. 平日の後方病院や研修施設での研修  

  その頻度はどのくらいですか（週に１日等具体的に） 

   （                             ） 

b. 定期的に行われる時間外（夜間・休日等）のケース検討会や講演会 

c. 不定期に行われる時間外（夜間・休日等）のケース検討会や講演会 

d. その他 具体的に 

 

 

問３ 日常の勤務を離れて（数日間にわたって行われる研修会や学会等）、研鑽する機会があり

ますか。当てはまるもの一つを選択してください。 

a. ある      ⇒ 問４へ進んでください 

b. ない     ⇒ 問６へ進んでください 

c. わからない  ⇒ 問６へ進んでください 

 

問４ その研鑽の機会の頻度で、当てはまるもの一つを選択してください。 

a. 週に１回           b. 月に１回 

c. 月に数回           d. 年に１回 

e. その他 （                           ） 

 
問５ 研鑽の機会に参加する場合、看護業務はどうしていますか。（複数回答可） 

a. へき地医療拠点病院からの派遣看護師による対応 

b. a.以外の方法で確保した看護師による対応 

 具体的に 

 

 

 

ｃ. 代替看護師の確保はなく残るスタッフで対応 

裏面にも質問があります。ご回答をお願いします。 
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問６ 所定の勤務時間外（夜間、週末、祝日等）に、診療所が所在する地域を離れることにつ

いてお聞きします。次のうち、あなたの状況に当てはまるものをお答えください。（複数

回答可） 

     a. 勤務時間外も患者の相談や緊急時に対応する必要があり、離れることは難しい 

b. 勤務時間外の対応義務はないが、住民の視線や感情に配慮し、離れることは難

しい 

c. 診療所から離れる場合は、事前に住民等に知らせる必要がある 

d. 医師が対応する 

e. 勤務時間外は拘束されていない 

f. その他 具体的に 

 

 

 

 

問７ あなたのへき地診療所看護師としての研鑽を困難とする理由について、当てはまるもの

をお答えください。（複数回答可） 

a. 代替看護師が確保できない 

b. 研修等への参加に関わる予算を確保できない              

c. 研修等の会場まで時間がかかる 

d. 研修等への参加について医師等診療所スタッフの理解がない  

e. へき地診療所の看護実践に役立つ研修等がない  

f. 家庭のことなど個人的事情で宿泊を要する研修等へは参加できない 

g. その他 具体的に 

 

 

 

 

問８ あなたがへき地診療所看護師として研鑽したい内容について、当てはまるものをお答えく

ださい。（複数回答可） 

a. フィジカルアセスメント  b. 臨床判断に関する知識              

c. 薬理学    d. 糖尿病看護 

e. 褥瘡管理とスキンケア  f. 高齢者看護  

g. 認知症看護   h. 看取りの看護 

i. 経口摂取と輸液管理  j. 家族看護 

k. 多職種連携   l. 保健活動方法 

m. その他 具体的に（                      ） 
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３．特定行為に係る研修について                         

問９ あなたは特定行為に係る看護師の研修について知っていますか。当てはまるもの一つを

選択してください。 

a. よく知っている   b. だいたい知っている 

c. あまり知らない   d. 全く知らない 

 

問 10 38の特定行為のうち、以下の 13の特定行為について、診療所における、あなたの経験

に当てはまるもの一つを選択してください。 

 

1. 胃ろうカテーテル若しくは腸ろうカテーテル又は胃ろうボタンの交換 ----  ４  ３  ２  １ 

2. 膀胱ろうカテーテルの交換 ------------------------------------------  ４  ３  ２  １ 

3. 直接動脈穿刺法による採血 ------------------------------------------  ４  ３  ２  １ 

4. 橈骨動脈ラインの確保 ----------------------------------------------  ４  ３  ２  １ 

5. 経口用気管チューブ又は経鼻用気管チューブの位置の調節 --------------  ４  ３  ２  １ 

6. (人工呼吸療法)侵襲的陽圧換気の設定の変更 --------------------------  ４  ３  ２  １ 

7. (人工呼吸療法)非侵襲的陽圧換気の設定の変更 ------------------------  ４  ３  ２  １ 

8. 気管カニューレの交換 ----------------------------------------------  ４  ３  ２  １ 

9. 褥瘡又は慢性創傷の治療における血流のない壊死組織の除去 ------------  ４  ３  ２  １ 

10. インスリンの投与量の調整 ------------------------------------------  ４  ３  ２  １ 

11. 脱水症状に対する輸液による補正 ------------------------------------  ４  ３  ２  １ 

12. 感染徴候がある者に対する薬剤の臨時の投与 --------------------------  ４  ３  ２  １ 

13. 抗けいれん剤又は抗精神病薬又は抗不安薬の臨時の投与 ----------------  ４  ３  ２  １ 

 
 
 
 

 

 

 

経
験
し
た
こ
と
が
な
い
（
１
） 

あ
ま
り
経
験
し
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い
（
２
） 

時
折
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（
３
） 
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繁
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経
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し
て
い
る
（
４
） 

裏面にも質問があります。ご回答をお願いします。 
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問 11 38の特定行為のうち、以下の 13の特定行為について、へき地診療所看護師は研修を受

講する必要があると思いますか。当てはまるもの一つを選択してください。 

 

1. 胃ろうカテーテル若しくは腸ろうカテーテル又は胃ろうボタンの交換 ----  ４  ３  ２  １ 

2. 膀胱ろうカテーテルの交換 ------------------------------------------  ４  ３  ２  １ 

3. 直接動脈穿刺法による採血 ------------------------------------------  ４  ３  ２  １ 

4. 橈骨動脈ラインの確保 ----------------------------------------------  ４  ３  ２  １ 

5. 経口用気管チューブ又は経鼻用気管チューブの位置の調節 --------------  ４  ３  ２  １ 

6. (人工呼吸療法)侵襲的陽圧換気の設定の変更 --------------------------  ４  ３  ２  １ 

7. (人工呼吸療法)非侵襲的陽圧換気の設定の変更 ------------------------  ４  ３  ２  １ 

8. 気管カニューレの交換 ----------------------------------------------  ４  ３  ２  １ 

9. 褥瘡又は慢性創傷の治療における血流のない壊死組織の除去 ------------  ４  ３  ２  １ 

10. インスリンの投与量の調整 ------------------------------------------  ４  ３  ２  １ 

11. 脱水症状に対する輸液による補正 ------------------------------------  ４  ３  ２  １ 

12. 感染徴候がある者に対する薬剤の臨時の投与 --------------------------  ４  ３  ２  １ 

13. 抗けいれん剤又は抗精神病薬又は抗不安薬の臨時の投与 ----------------  ４  ３  ２  １ 

 

 
問 12 あなたは特定行為に係る看護師の研修を受講したいと思いますか。 

   当てはまるもの一つを選択してください。 

a. 思う     b. 思わない     c. どちらとも言えない  

 

問 13 問 12で「ａ.思う」と回答された方にお聞きします。 

   どの研修を受講してみたいですか。問 11の番号で回答してください。 

 

 受講してみたい特定行為に係わる研修に○をつけてください。（複数回答可） 

 

 １  ２  ３  ４  ５  ６  ７  ８  ９  10  11  12  13 

 

 問 11で示した以外の特定行為に係わる研修  

  具体的に 

 

 

全
く
思
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い
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１
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あ
ま
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思
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２
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と
て
も
思
う
（
４
） 
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４．医療提供体制の再構築について                        

問 14 各へき地診療所が平成 37年（2025年）（すべての団塊の世代が後期高齢者となり、介護・

医療費など社会保障費の急増が懸念されています）に向けて直面する課題と検討状況に

ついて、お伺いします。 

 
（１）平成 37年（2025年）に向けて直面する課題について、貴診療所に当てはまるもの

すべてに○をつけてください。 

a. 患者数の減少   b. 後任医師の確保困難 

c. 経営状態の悪化   d. 後任看護師の確保困難   

e. その他 具体的に 

 

（２）その課題について、経営形態の見直しを検討されていますか。 

   当てはまるもの一つに○をつけてください。 

a. 見直しを行った    b. 検討している 

c. 必要性はあるが検討していない  d. 必要性がないため、検討していない 

（３）今後、検討する上で、望ましいと思われる経営形態について当てはまるものすべて

に○をつけてください。 

a. 出張診療所      b. グループ制による運営※   

c. 公的病院の附属、指定管理  d. 民間病院の附属、指定管理 

e. 大学病院の附属、指定管理  f. 閉院 

g. その他 具体的に 

 

※複数のへき地診療所を１つのグループとし、グループとして複数の看護師を運用すること

で、グループ内の常設、出張診療所に看護師を適宜配置する体制 

 
問 15 将来のへき地診療所における看護体制を検討する場について、お伺いします。 

（１）将来のへき地診療所における看護体制の見直しを検討する場は、ありますか。 

a. 有      b. 無 

（２）「有」の場合：検討する場について、当てはまるもの一つに○をつけてください。 
「無」の場合：検討することを想定し、最も望ましい場に○をつけてください。 

a. へき地医療支援機構  b. 地域医療支援センター 

c. 都道府県が設置するへき地保健医療計画を検討する協議会など 

d. 市町村、広域連合が設置するへき地保健医療政策を検討する協議会など  

e. その他 具体的に 

 

 裏面にも質問があります。ご回答をお願いします。 
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（３）へき地診療所における看護体制を検討する上で、誰のリーダーシップが重要だと思

いますか。重要と思われるものに○をつけてください。（複数回答可） 

a. 住民  b. へき地診療所   c. へき地医療拠点病院 

d. 大学  e. 市町村     f. 都道府県 

g. 国   

h. その他 具体的に（                      ） 

   

（４）へき地診療所における看護体制を検討する上で、必要と思われるものすべてに○を

つけてください。 

a. 住民の理解     b. へき地診療所の協力 

c. へき地医療拠点病院の協力  d. 大学の協力 

e. 市町村長の理解    f. 知事の理解 

g. その他 具体的に 

 

 
 

 

 

問 16 今まで「へき地医療」は第一線の診療所が前面に立ち、後方のへき地医療拠点病院等と

ともに「１本の線」として支えるという体制が取られて来ましたが、昨今の地域の医療

機関の診療機能の低下もあり、複数の診療所や病院が「面」として、地域の医療を支え

るとの考え方も出てきています。 

    第一線の医療機関に勤務されている看護師として、今後の看護体制についてどのよう

にしていくべきか、自由なご意見をお聞かせください。 

 
 
 
 
 
 

以上でアンケートは終了です。ご協力ありがとうございました。 
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